
ミニチュアゴング レンタル基本契約書 

  

本契約は、ミニチュアゴングについて、弊社㈱長畑製作所とと 

お客様の間で、下記の事項確認後合意の元で契約する。 

 

1. 弊社から貸し出すゴングは弊社所有物件の為、所有権は弊社に全て帰属します。 
2. 盗難、紛失、消失及び破損時はご連絡いただくとともに、原因を問わず、レンタル品の 
実費(21,000 円(税込))をいただきます。 

3. お客様は、契約期間内は自由にご使用いただけます。 
※契約開始日より終了期間迄がレンタル期間となり、期間延長も可能です。（期間 

終了時迄に再契約の完了が必要)但し、予約状況により延長できない場合もあります。 

4. お客様は契約期間終了日に返却（発送）しなければなりません。一日でも過ぎ  
ますと、延滞料(一日につき 10,500 円(税込))が加算されますのでご注意下さい。

 
 

5. 弊社より返却の督促があるにもかかわらず返却されない場合は法廷での対応となります。 
本契約書に関しての紛争は大阪地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 

6. レンタル品の往復の運送費はお客様ご負担とさせていただきます。 
7. 返却日前にご返却されても払い戻しはできません。 
8. 契約開始時、身分証明書【免許書・保険証等】のコピーをお送り下さい。 
9. レンタル料金はレンタル開始前にお支払い(お振込)いただきます。 
10. レンタルは 2泊3日、7,350円(税込)となります。 
11. レンタル契約時に保証金(10,000 円)をお預かりいたします。返却後、破損等が見受け 
られない場合は全額返金いたします。(ご返金時の振込手数料はお客様ご負担となります。)

12. 返却されたレンタル品が、通常の使用ではあり得ない破損等があった場合、修繕費として 
保証金よりいただきます。 

13. 未成年(学生)のお客様に限り、保護者（保証人）の署名・捺印をいただきます。 
 

上記レンタル条件を了承確認の上、契約いたします。 

   

 

                                             

   

  

 

契約開始日     年   月   日      契約終了日     年   月   日 

             住所                                       

             氏名                       印    
 

            保証人住所                                    

            保証人氏名                              印

 

株式会社　長畑製作所　殿
〒557-0062
大阪市西成区津守1丁目8番8号
TEL:06-6568-2461　FAX：06-6567-2468


